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第５期加賀市障がい福祉計画・第１期加賀市障がい児福祉計画（計画期間：平成３０年度～令和２年度）に沿って、

障害福祉サービス及び障害児通所支援サービスの状況を示しています。 

（障がいのある人（子ども）のサポートプラン 61ページから73ページ参照） 

                                

(1) 訪問系サービス 

サービス名 内容 単位 
第４期実績 

第５期 

実績 見込み 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

利用者数 

（人/月） 

88 

（115） 

98 

（128） 

90 

（141） 

95 

（100） 
104 108 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若

しくは精神障がいにより、行動上著しい困難

を有する人で常に介護を必要とする人に、自

宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時に

おける移動支援等を総合的に行う。 

利用時間 

（時間/

月） 

1,184 

（1,438） 

1,096 

（1,600） 

1,079 

（1,763） 

1,325 

（1,180） 
1,227 1,274 

行動援護 

自己判断能力が制限されている人が行動する

ときに、危険を回避するために必要な支援や

外出支援を行う。 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有す

る人に、移動に必要な情報の提供（代筆・代

読を含む。）、移動の援護等の外出支援を行う。 

※ 第４期、第５期実績は各年度10月分の値で、第５期見込みは一月当たりの見込み値（以下同じ。） 

※ 第４期、第５期実績の、下段の（ ）は計画値（以下同じ。） 

１．障害福祉サービスについて                               
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 (2) 日中活動系サービス 

サービス名 内容 単位 
第４期実績 

第５期 

実績 見込み 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、

入浴、排せつ、食事の介護等を行う

とともに、創作的活動又は生産活動

の機会を提供する。 

利用者数 

（人/月） 

172 

（179） 

178 

（181） 

184 

（183） 

188 

（192） 
198 206 

利用量 

（人日/月） 

3,651 

（3,759） 

3,633 

（3,801） 

3,832 

（3,843） 

3,958 

（3,998） 
4,123 4,290 

自立訓練 

（機能訓練） 

じりつした日常生活又は社会生活

ができるよう、一定期間、身体機能

の向上のために必要な訓練を行う。 

利用者数 

（人/月） 

0 

（1） 

0 

（1） 

0 

（1） 

0 

（1） 
2 3 

利用量 

（人日/月） 

0 

（9） 

0 

（9） 

0 

（9） 

0 

（9） 
18 27 

自立訓練 

（生活訓練） 

じりつした日常生活又は社会生活

ができるよう、一定期間、生活能力

の向上のために必要な訓練を行う。 

利用者数 

（人/月） 

2 

（3） 

1 

（4） 

0 

（5） 

2 

（1） 
2 3 

利用量 

（人日/月） 

38 

（39） 

15 

（52） 

0 

（65） 

29 

（15） 
30 45 

就労移行支援 

一般企業等への就労を希望する人

に、一定期間、就労に必要な知識及

び能力の向上のために必要な訓練

を行う。 

利用者数 

（人/月） 

13 

（20） 

14 

（24） 

2 

（28） 

1 

（5） 
10 15 

利用量 

（人日/月） 

271 

（400） 

249 

（480） 

39 

（560） 

17 

（90） 
180 270 
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サービス名 内容 単位 
第４期実績 

第５期 

実績 見込み 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

就労継続支援

Ａ型 

（雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に、

雇用契約を締結のうえ、働く場を提

供するとともに、知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行う。 

利用者数 

（人/月） 

61 

（57） 

64 

（59） 

69 

（61） 

63 

（74） 
78 82 

利用量 

（人日/月） 

1,264 

（1,140） 

1,323 

（1,180） 

1,396 

（1,220） 

1,272 

（1,497） 
1,578 1,659 

就労継続支援

Ｂ型 

（非雇用型） 

一般企業等での就労が困難な人に、

働く場を提供するとともに、知識及

び能力の向上のために必要な訓練

を行う。 

利用者数 

（人/月） 

130 

（132） 

146 

（137） 

163 

（142） 

178 

（175） 
180 185 

利用量 

（人日/月） 

2,502 

（2,640） 

2,810 

（2,740） 

3,194 

（2,840） 

3,373 

（3,429） 
3,527 3,625 

就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て一般

就労へ移行した障がいのある人に

対し、相談や連絡調整等、必要とな

る支援を行う。 

利用者数 

（人/月） 
― ― ― 

0 

（3） 
4 5 

療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、

医療機関で機能訓練、療養上の管

理、看護、介護及び日常生活の支援

を行う。 

利用者数 

（人/月） 

33 

（32） 

34 

（32） 

40 

（32） 

40 

（41） 
41 41 

短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合等

に、短期間、夜間も含め施設で、入

浴、排せつ、食事の介護等を行う 

利用者数 

（人/月） 

22 

（30） 

25 

（32） 

31 

（34） 

31 

（36） 
40 44 

利用量 

（人日/月） 

108 

（90） 

112 

（96） 

172 

（102） 

186 

（200） 
222 244 
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 (3) 居住系サービス 

 サービス名 内容 単位 
第４期実績 

第５期 

実績 見込み 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

自立生活援助 

施設入所や共同生活援助（グループホ

ーム）を利用していた障がいのある人

が一人暮らしをする際に、定期的な訪

問を行い、生活面での課題等について

確認を行い、必要な助言や医療機関等

のとの連絡調整を行う。 

利用者数 

（人/月） 
― ― ― 

0 

（2） 
4 6 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、

相談や日常生活上の援助を行います。

また、入浴、排せつ、食事の介護等の

必要性が認定されている人には、これ

らのサービスも提供する。 

利用者数 

（人/月） 

91 

（97） 

97 

（100） 

105 

（103） 

118 

（115） 
120 125 

施設入所支援 
 施設に入所する人に、夜間や休日、

入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

利用者数 

（人/月） 

121 

（122） 

121 

（121） 

126 

（120） 

129 

（122） 
121 119 
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(4) 相談支援 

サービス名 内容 単位 
第４期実績 

第５期 

実績 見込み 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画相談支援 

○サービス利用支援 

障害福祉サービスの申請に係る支給決定前に、サ

ービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サ

ービス提供事業者等との連絡調整等を行うとと

もに、サービス等利用計画の作成を行う。 

○継続サービス利用支援 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証 

（モニタリング）を行い、サービス提供事業者等

との連絡調整等を行う。 

利用者数 

（人/月） 

92 

（81） 

90 

（101） 

104 

（121） 

150 

（125） 
135 145 

地域相談支援 

（地域移行支援） 

○地域移行支援 

障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施

設等を退所又は退院する障がいのある人、児童福

祉施設を利用する18歳以上の人等を対象として、

地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、

外出への同行支援、住居確保、関係機関との連絡

調整等を行う。 

○地域定着支援 

居宅において単身で生活している障がいのある

人を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には

必要な支援を行う。 

利用者数 

（人/月） 

0 

（1） 

0 

（1） 

2 

（3） 

3 

（5） 
3 3 

地域相談支援 

（地域定着支援） 

利用者数 

（人/月） 

4 

（1） 

6 

（2） 

5 

（3） 

4 

（6） 
7 8 
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 (1) 障害児通所支援 

サービス名 内容 単位 
第４期実績 

第５期 

実績 見込み 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

児童発達支援 

未就学の障がいのある子どもに対して、日常生

活における基本的な動作の指導、知識技能の付

与、集団生活への適応訓練等を行う。 

利用者数 

（人/月） 

2 

（8） 

3 

（9） 

6 

（10） 

10 

（7） 
8 9 

医療型児童発

達支援 

児童発達支援に加え、治療を行う。 利用者数 

（人/月） 
0 0 0 

0 

（0） 
0 0 

放課後等デイ

サービス 

学校就学中の障がいのある子どもに対して、放

課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能

力向上のための訓練等を行う。 

利用者数 

（人/月） 

52 

（54） 

57 

（62） 

54 

（70） 

47 

（58） 
60 62 

保育所等訪問

支援 

保育所等を利用中または今後利用する予定の障

がいのある子どもが、保育所等における集団生

活の適応のための専門的な支援を必要とする場

合、その本人及び当該施設のスタッフに対し、

集団生活に適応するための訓練や支援方法の指

導等の支援を行う。 

利用者数 

（人/月） 
0 0 0 

0 

（1） 
2 3 

居宅訪問型児

童発達支援 

重度の障がい等の状態にある障がいのある子ど

もであって、障害児通所支援を利用するために

外出することが著しく困難な障がいのある子ど

もに発達支援が提供できるよう、居宅を訪問し

て発達支援を行う。 

利用者数 

（人/月） 
― ― ― 

0 

（1） 
2 3 

 

２．障害児通所支援サービスについて                               
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 (2) 障害児相談支援 

 サービス名 内容 単位 
第４期実績 

第５期見込み 

実績 見込み 

H27 H28 H29 H30 H31 H32 

障害児相談支援 

○障害児支援利用援助 

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児

支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス

提供事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害

児支援利用計画の作成を行う。 

○継続障害児支援利用援助 

支給決定されたサービス等の利用状況の検証（モニ

タリング）を行い、サービス提供事業者等との連絡

調整等を行う。 

利用者数 

（人/月） 

15 

（20） 

20 

（26） 

25 

（32） 

24 

（30） 
35 40 

医療的ケア児に

対する関連分野

の支援を調整す

るコーディネー

ターの配置 

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に

向けて、関連分野の支援を調整するコーディネータ

ーとして養成された相談支援専門員等の配置を行

う。 

利用者数 

（人/月） 
― ― ― 

0 

（0） 
1 1 

 



8 
 

 

第５期計画では最終年度となる令和２年度における成果目標を設定しており、その目標における平成30年度の実

績を示しています。 

（障がいのある人のサポートプラン（第5期加賀市障がい者計画・障がい福祉計画・第1期加賀市障がい児福祉計

画）50ページから60ページ参照） 

 

(1) 施設入所者の地域生活への移行 

地域生活への移行を進める観点から、平成28年度末時点において福祉施設に入所している障がいのある人のうち、

自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和2年度末におけ

る地域生活に移行する者の目標値を設定しています。 

 

〔国の基本指針〕 

平成28年度末時点の施設入所者数の９％以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて令

和２年度末の施設入所者数を平成28年度末時点の施設入所者数から２％以上削減することを基本とするもの

とされています。 

 

３．成果目標について                                
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【第５期計画における成果目標】 

項目 数値 備考 

平成28年度末時点の入所者数（Ａ） １２２人 平成29年3月31日現在の施設入所者数 

令和2年度末時点の入所者数（Ｂ） １１９人 令和3年3月31日現在の施設入所者数 

【目標値】削減見込者数（Ａ-Ｂ） ３人 差引減少見込み数 

【目標値】地域生活移行者数 １１人 施設入所からグループホーム、一般住宅等へ移行する者の数 

平成30年度末時点の入所者数（Ｃ） １２７人 平成31年3月31日現在の施設入所者数 

【実績】削減数（Ａ‐Ｃ） －５人  

【実績】地域生活移行者数 ０人 
平成30年度中に、施設入所からグループホーム等へ移行した

者の数 

 

 



10 
 

(2) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し、保健、医療、福祉関係者による協議の場の設

置に関する目標値を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

令和２年度末までに、全ての市町村ごとに保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置するものとされて

います。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 目標値 平成30年度実績 

令和２年度末時点の保健、医療、福祉関係者によ

る協議の場の設置 
設置 

令和元年度中の設置を目指して検討を

開始 
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(3) 地域生活支援拠点等の整備 

 障がいのある人のじりつ支援の観点から、福祉施設への入所又は病院への入院から地域生活への移行支援、地域

生活の継続支援、就労支援といった課題に対応したサービス提供体制を整え、障がいのある人の生活を地域全体で

支えるシステムを実現するための地域生活支援拠点等について、令和2年度末までの目標値を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

令和２年度末までに各市町村又は広域(近隣市町村)に少なくとも一つを整備することを基本とするものと

されています。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 目標値 

【目標値】 

令和２年度末時点の地域生活支援拠点等の箇所数 
１箇所（市内） 

【実績】 

平成30年度末時点の地域生活支援拠点等の箇所数 
０箇所（市内） 
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(4) 福祉施設から一般就労への移行等 

 

① 一般就労移行者数 

  福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事

業をいいます。）を通じて、令和２年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

平成28年度の一般就労への移行実績の1.5倍以上とすることを基本とするものとされています。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 数値 備考 

平成28年度の年間一般就労移行者数 ７人 
平成28年度において福祉施設を退所し、一

般就労した者の数 

【目標値】 

令和2年度の年間一般就労移行者数 
１１人 

令和2年度において福祉施設を退所し、一般

就労する者の数 

【実績】 

平成30年度の年間一般就労移行者数 
８人 

平成30年度において福祉施設を退所し、一

般就労した者の数 
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② 就労移行支援事業の利用者数 

就労移行支援事業の利用者数に係る目標値を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

令和２年度末における就労移行支援事業の利用者数が平成28年度末における就労移行支援事業の利用者数

の２割以上増加することを目指すものとされています。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 数値 備考 

平成28年度末における就労移行

支援事業の利用者数 
１２人 平成29年3月31日現在の就労移行支援事業の利用者数 

【目標値】令和2年度末における

就労移行支援事業の利用者数 
１５人 令和3年3月31日現在の就労移行支援事業の利用者数 

【実績】平成30年度末における

就労移行支援事業の利用者数 
２人 平成31年3月31日現在の就労移行支援事業の利用者数 
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③ 就労移行支援事業所ごとの就労移行率 

就労移行支援事業の事業所ごとの就労移行率に係る目標値を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３割以上の事業所を全体の５割以上とすることを目指すものとさ

れています。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 数値 備考 

【目標値】 

令和2年度の就労移行支援事業

所の就労移行率が３割以上の事

業所の割合 

３０％ 

事業所ごとに4月1日に支給決定されている者の数を

分母とし、その年度中に一般就労した者を分子とし

て就労移行率を算出し、就労移行率が3割以上の事業

所の数を全事業所の数で除した割合 

※ 平成30年度は、市内に就労移行支援事業所なし。 
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④ 就労定着支援事業による職場定着率 

就労定着支援事業利用者の職場定着率に係る目標値を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

就労定着支援事業を開始した時点から１年後の職場定着率を８割以上とすることを目指すものとされてい

ます。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 目標値 備考 

【目標値】 

各年度、前年度中に新規での就労定着

支援事業を利用した者のうち、支援を

開始した時点から1年後の職場定着率 

８０％ 

各年度において、前年度中に支給決定をされている者

を分母とし、支援を開始した時点から1年後に一般就

労を継続しているもの分子として、職場定着率を算出 

※ 平成30年度は、就労定着支援事業の利用者なし。 
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(5) 障がいのある子どもの支援の提供体制の整備等 

① 児童発達支援センターの整備 

障がいのある子どもに関しては、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図り、重

層的な提供体制の整備が必要であることから目標を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

令和２年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置することを基本とする

ものとされています。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 目標値 平成30年度実績 

令和2年度末時点の児童発達支援センター数 １箇所以上 １箇所設置 
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② 保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 

   障がいのある子どもの地域社会への参加、インクルージョン（包容）を推進するための目標を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

令和２年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とするものとされています。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 目標値 平成30年度実績 

令和２年度末時点の保育所等訪問支援を利用できる体制の

構築 
構築 構築 

 

③ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 

   重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるよう目標を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

令和２年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所

を各市町村または圏域（近隣市町村）に少なくとも1か所以上確保することを基本とするものとされています。 
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【第５期計画における成果目標】 

項目 目標値 平成30年度実績 

令和２年度末時点の主に重症心身障害児を支援する児童

発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所数 
 各１箇所以上（市内） ０箇所 

 

④ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 

   医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう目標を設定します。 

 

〔国の基本指針〕 

平成30年度末までに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を

設けることを基本とするものとされています。 

 

【第５期計画における成果目標】 

項目 目標値 平成30年度実績 

平成30年度末時点の医療的ケア児支援の協議の場の設置 設置 設置 

 


